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2008.05.14 

災害リスク情報 ＜号外＞ 

 
 

中国の地震発生の実態と地震防災関連法 

 

はじめに 

5 月 12 日中国西部 四川省汶川（ブンセン）県を震源とするマグニチュード 7.8 の大規模地震が発生

しました。地震発生直後、被災地一帯の通信が途絶したため被害状況がなかなか把握できない状態が

続きましたが、通信の回復とともに半日後には死者数が約 8,600 人を超える大災害であることが判明、

行方不明者数などの状況から被害は今後さらに増加することが予想され、近年中国で発生した大地震

である唐山地震（1976 年発生 M7.8 死者数 242,829 人）に次ぐ大災害となりました。 
改革開放以降、市場経済を拡大させながら、20 年以上の長期に亘り年平均 9%以上の実質 GDP 成長

率を達成した中国は､目覚しい経済成長で存在感を高め、また、直接投資においても世界の生産拠点と

しての優位性に加え、巨大な消費市場として注目されています。 
しかし、この国では長年、自然災害情報を機密扱いにしてきたことから世界的な地震多発国であるこ

とが意外と知られていません。今回、四川省汶川（ブンセン）県で発生したマグニチュード 7.8 の大規

模地震も多くの日本人には意外性を持って受け取られたのではないでしょうか？ 
以下、中国の地震発生の実態と地震防災関連法を概説します。 

 

１． 中国の地震発生の実態 

比較的信頼性の高い中国の歴史記録（B.C.780 年から 1976 年の唐山地震までの 2756 年間）によれ

ば、M6 以上の地震発生間隔は 4 年に 1 度、また M8 以上の地震発生も 40 年に 1 度となっており、こ

れは日本の地震発生間隔とほぼ同じであり、また、被害面においても 20 世紀の全世界地震死者数 120
万人のうち、中国の死者数が 60 万人を占めています。この事実から中国は決して地震発生の少ない

国ではなく、また人口密度の低い辺境地区のみで地震が発生している訳でもないことがみてとれます。

（下図は B.C.2300 年～A.D.2000 年までの中国で発生した Ms4 以上の地震の震度中心を表示） 

No.08-006

出典：中国自然災害系統地図
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以下、中国の地震発生状況を概説します。 

 

(1) 中国の地震活動の特徴 

中国は国土の大半が一枚のユーラシアプレートに載っています。そのため、インドヒマラヤプ

レートがユーラシアプレートにもぐりこむチベットや雲南地方などを除くと殆どの地域の地震は

プレート間ではなく地殻内地震となります。 
中国の地震の特徴は以下の 4 点があげられます。 
 
① 多発性 ：中国の国土面積は全世界陸地の 14 分の 1 を占めているが、一方、陸上地震発生数で

は全世界の直下型地震件数の 3 分の１が中国国内で発生している。 
中国では M8.0 以上の巨大地震は 10～15 年に 1 回、M7.0～7.9 の大地震は 
3 年に 2 回、M6.0～6.9 の地震は 1 年に 2 回の割合で発生している。 

② 大規模性：20 世紀に世界で起こった 3 回の巨大地震（M8.5 クラス）の内、2 回は中国で 
発生している。 
 ・1920 年 12 月 16 日 寧夏回族自治区の地震（M8.6） 
・1950 年 8 月 15 日  チベット自治区の地震（M8.6） 
 ※ 他の 1 件は 1960 年 5 月 22 日 チリ南部地震（M8.5） 

③ 広域性  ：中国各地の広範な省、直轄市で M5 以上の地震が発生しており、国土の 41%、都

市の 50%、人口 100 万人以上の中・大都市の 70%で震度 7 以上の地震が発生して

いる。（中国は 12 震階をとっている。） 
④ 直下型  ： 西南部のチベットや雲南省、中朝露国境地帯の吉林省、黒龍江省などでは地下 400

～500km を震源とするプレート型地震が発生しているが、それ以外の殆どの地域

では深さ 10～20km 程度の地殻内地震である。 

  

（出典：中国自然災害系統地図集）
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右図は 1950～94 の 45 年間における地域別の地震

発生数ならびに被害の比率を示したものです。こ

の図によると、地震発生数では西部（チベット、

雲南、四川など）が 7 割超と多い一方、その他の

各項目では華北が 8 割前後の圧倒的比率を占めて

います。 
華北は首都北京や直轄市の天津など、人口が集

中し経済規模の大きな都市が多く、上表にもある

1976 年の唐山地震による大きな被害も華北地区の

損失比率を高めた大きな要因となっています。 

 

 

(2) 中国の地震活動主要 5 地区と地震帯 

中国では地震活動の主要な分布を下記 5地区、23 地震帯に区分整理しています。 

① 台湾地区   台湾とその近海海域 

② 西南地区   主にチベット、四川省西部と雲南省中西部 

③ 西北地区   主に甘粛省河西回廊、青海省、寧夏回族自治区、天山南北麓 

④ 華北地区   主に太行山脈（北京・河北省・山西省・河南省 4省市にまたがる中国東部

地区の山脈）両側、陰山－燕山一帯、山東省中部と渤海湾 

⑤ 東南沿海地区 広東省、福建省 

 

今回の震源である四川省汶川（ブンセン）県は「②西南地区」のチベット・青海高原および四

川・雲南西部地震帯に位置し中国国内では最も地震発生の頻度、強度の高い地区にあたりますが

これまで発生した地震の多くは人口密集度の比較的小さい高原・山岳地帯であったため人的・経

済的被害が小さく海外にまで大きく報道されることはありませんでした。 
日系企業の進出の多い沿海地域では首都北京や天津、大連など沿海主要都市を内包もしくは隣

接する「④華北地区」として上記 5 地区のひとつに挙げられています｡この④華北地区は､人口密

集度・政治経済への影響度の極めて高い地域であり、②西南地区（チベット高原地区）に次いで

地震の強度、発生頻度の高い地区とされており統計資料でも過去に M8 クラスの地震が 5 回、M7
～7.9 クラス地震が 18 回発生しています。 
華北地区には 4 つの地震帯（a.郯城－営口地震帯（山東省）b.華北平原地震帯 c.汾渭地震帯（河

北省～山西省）d.銀川（甘粛）－河套（内蒙古）地震帯）があり、b.の華北平原地震帯は北京、天

津両直轄市を脅かす地震帯で、1679 年河北省三河地震（M8.0）や 1976 年河北省唐山地震もこの

地震帯で発生したものです。 
華北地区と同様に外資企業の進出の多い⑤東南沿海地区（広東省、福建省）については 1604 年

福建省泉州地震（M8.0）および 1605 年広東省琼山地震（M7.5）の記録がありますがその後現在

に至る 400 年近くは大きな被害をもたらす大地震は発生していません。 
毎年襲来する台風・洪水に比し地震リスクへの印象は薄くなりがちですが、全世界の直下型地

震件数の 3 分の１が中国国内で発生していること、中国全体の 20%の地震が華北・華東・華南で

も発生し 8 割の損失をもたらしていることなどを勘案すれば、中国は決して地震リスクの低い国

とはいえない実態にあります。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地震数

人命損失

建物損失

経済損失

東北 華北 華東 華南 西部
出典：月刊地球 中国の地震防災対策）
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(3) 地震重点監視防御区 

中国での地震対策は「第一に予防、ついで防災と救助」との基本理念で進められており地震の

重点監視防御区が定められています。 
これは10年以内に破壊性地震の発生や破壊性地震の影響を受け重大な災害や損失を蒙る可能性

のある都市と地区をいい「中華人民共和国防震減災法」は第 11 条で地震観測防災対策重点地区の

指定について規定しており、国務院は 1996 年国務院国弁発[1996]2 号文にて 21 重点監視防御区と

13 の重点都市を決定し、その後 10 年間の地震観測と総合防御の重点取り組みを実施、その間の地

震発生地域と重点監視防御区の合致状況や発生被害結果などの検証を経て、2006 年に新たに重点

監視防御区と重点都市を再決定しています。 
 

※ 重点監視防御区については公開資料が殆ど無く正確な対象都市名全ての把握はできていま
せんが、1996 年に決定された監視区・都市の中には長春、瀋陽、北京、天津、西安、成都、
重慶、南京、上海、杭州、武漢、福州、広州など日本企業に縁の深い都市が多く含まれてい
ます。 
一方 1996 年以降 10 年間の地震発生場所と地震重点監視防御区の合致状況検証では 14 回の
強震地震（東部では Ms5.7 以上、西部では Ms6.7 以上）の内、4 回は辺境地、残る 10 回中、
8回は重点監視防御区内もしくはその隣接地で発生しており重点監視防御区の選定に基本的
なずれはなかったと評価されています。地震発生危険性とあわせ考慮される地震発生による
経済的損失の大きさの観点でも既述諸都市の評価に変化はなく、これらを考慮し再選定され
た 2006 年以降の（新）地震重点監視防御区でも上述諸都市は全て対象として指定されてい
るものと考えられます。 

 
過去の統計資料にみられる人命や経済損失については耐震措置を施さない脆弱な建物、地震発

生後の疫病発生による死者増加などの影響も含まれていると思われ、近年の建物の耐震性向上・

衛生管理の向上などにより地震死者数や倒壊家屋数などは減少傾向に向かうと考えられます。 

（出典：中国自然災害系統地図集）
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その一方、急速な経済成長により、人口・経済集中地区では日本と同様、都市型災害の増大が

予想されます。中国の自然災害リスクを考慮する際には従来の洪水・台風のほか、地震リスクの

存在（建物への直接的被害を避けられたとしても物流その他インフラ系への被害発生による間接

的被害が生じる可能性など）を認識することが必要です。また、リスク管理の面では工場設備の

高度精密化・高価格化に伴い、比較的中規模の地震動により設備機器などに被害が生じる可能性

も高くなっています。 
中国における自然災害リスク評価を行う場合には洪水・台風に限らず地震もリスク要因となり

得ることを認識し、立地等対象の状況を鑑み、必要に応じて地震リスクに対する評価も行ってい

く必要があります。 

 

２．地震防災関連法 

中国の地震防災関連法は次のような階層構造で制定されています。 

 

      ＜国レベル＞                 ＜省・自治区等 地方レベル＞ 

法  律 
「中華人民共和国防震減災法」 

‘98.3施行

   

（全人代、常務委員会） 地震防災の基本法    

行 政 法 規 

「地震安全性評価管理条例」
「破壊性地震応急条例」「地震
予報管理条例」「地震監測設施
和観測環境保護条例」など 

 

地方性法規 
「江蘇省防震減災条例」「浙
江省＜中華人民共和国防震減
災法＞弁法」 

（国務院） 
日本の「政令」に該当するもので「条

例」「実施条例」等の名称が付され

る 

 （地方人代、常務委） 16 の省、自治区で制定されている

<防震減災条例>や<地震安全評価

条例>など 

部 門 規 章 「建設工程抗震設防要求管理規
定」「震后地震趨勢判定広告規
定」など 

 

地方政府規章 

「地震安全評価管理」、「重点
監視防御区管理」、「地震災害
状況報告管理」などに関する
規定 

（国務院の各部門） 

例：中国地震局、 

建設部、交通部など 

国務院所属の部・委員会が法律規定

の範囲内で職権により制定・公布す

る地震行政の執行規定、監督規定な

ど細則を定めたもの 

 （地方人民政府） 地方人民政府が法律規定の範囲

内で職権により制定・公布する地

震行政管理の規範性公文書であ

る。 

国 家 標 準 
「建築抗震設計規範」「建築工
程抗震設防分類標準」「中国地
震動参数区画図」など 

   

（国務院の各部門） 

例：中国地震局、 

建設部、交通部など 

上級の法律・法規等を敷衍・具体化

するものであり全国的に統一制定

された技術要求で、我が国標準体系

の主体である。強制性国家標準的の

略称は“GB”、推薦性国家標準の略

称は“GB／T”と表示される。 

   

※ 表中のカッコ内は制定機関を示す 

 

(1) 地震災害予防に関する規定 

① 「中華人民共和国防震減災法」と「建築工程抗震設防分類標準」 
中国の地震防災の基本法は上記に示したとおり 1998 年 3 月に施行された「中華人民共和国防

震減災法」です。中国の地震防災対策は「第一に予防、ついで防災と救助」との基本理念があ

り地震予知に力点を置いた政策が推進されてきましたが、本法の施行により地震防災根拠規定

が明確となり、工学的な防災措置の管理体制も確立されることとなりました。本法は建築物の

耐震基準について、第三章の第 17 条以降で以下のとおり規定しています。 
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条項名 内 容 規 定 概 要 

第 17 条 
耐震基準の充足
と地震安全性評
価 

・新築、増築、改築による建設工事は、耐震基準を満たさなけれ
ばならない。 

・一般工場、民用建築物の耐震措置は国が公表した地震烈度区画

図または地震動参数区画図が定めた耐震基準に基づいて実施し

なければならない。 
・大規模な建設工事や深刻な二次災害を伴う可能性がある建設工
事では、地震安全性評価を行わなければならず、地震安全性評
価の結果をふまえて耐震基準を確定し、その規準を満たさなけ
ればならない。 

第 18 条 地震防災主管部
門とその職責 

・地震行政管理部門は、地震烈度区画図または地震動参数区画図

の制定と、地震安全評価の審査責任を負う。 
・建設行政主管部門は、各種の建築および附属施設と都市施設の
建設に対する耐震設計基準を制定する責任を負う。 

第 19 条 耐震基準の遵守 
・建設される全ての施設は、耐震上の要求と耐震設計基準に基づ
いて設計され、その設計にしたがって施工されなければならな
い。 

第 20 条 既存建築物の耐
震補強 

・既存の建築物や構造物で、耐震措置が行われていないものに対
しては、関係規定に照らして耐震性を調査し、必要な耐震補強
措置を講じなければならない。 

 

   上記防震減災法の規定により新築、増改築する建築物は設計・施工にあたり、また、一定範囲

の既存建築物については耐震補強を施すことにより、法に規定された耐震基準を充足することが

求められています。耐震基準の観点で、建築・建造物は大きく下記の 2 種類に分類されます。 
 

a) 一般建築物 

（一般の工場や民用建築物） 

⇒ 個別の地震安全性評価は不要 

地震入力は加速度応答スペクトルによって与えられる。地震

動参数区画図（GB 18306-2001）]
注 1.

によりスペクトルの形を

決めるパラメータを読み取り耐震設計基準を用いて耐震設計

を行う。 

b) 重要建設工程と甚大な二次

災害発生可能性のある施

設 

 
（具体例：高層ビル、ダム、

堤防、大型石油・
ガス貯蔵施設等） 

⇒ 個別に耐震安全性能評価を実施し、その結果をふまえて耐震性

能を確定する。 

建設地及び周辺の地震帯状分布、地質評価、地域地震災害予

測などを有資格の機関が調査を実施し、動作パラメータ（地

震加速度、応答スペクトル、地震動時間曲線）の決定が行わ

れ、これを以って耐震設計が行われる。 

   

  「建築工程抗震設防分類標準（GB 50223-2004）」は上記「防震減災法」の規定を受けた形で、建

築物をその重要性（罹災による人身被害、直接・間接の経済損失見込み、社会的影響度、救援活

動上の施設の役割など）に応じて４種類（「甲類」「乙類」「丙類」「丁類」）に区分する事を定め、

区分の基準と区分に対応した耐震上の要求水準を次表のとおり規定しています。 
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＜建築工程抗震設防分類標準による建築物の分類と耐震要求＞ 

区 分 建築物の種類 耐震上の要求 

甲 類 

重要建設工程と甚大な二次災害発生

可能性のある施設 

 
(例):人民大会堂などの中央政府施

設、三級特等病院の診療、入院
病棟、劇毒物や病原菌を扱う医
療研究施設、国の電力管理セン
ター、国際衛星通信ステーショ
ン、海底ケーブルターミナル、
国の通信センターなど 

・当該建設場所の一般規定上の「抗震設防烈度」
の要求より高い水準が適用され、その値は地
震安全性評価を実施し、批准・承認された値
を用いる。 

・適用に当たっては「抗震設防烈度」が６～８
度の場合には 1 ノッチ上の９度の要求水準で
耐震設計を行う。（「抗震設防烈度」が９度
の場合には９度の要求水準をそのまま使用
することで可） 

乙 類 

地震時にも機能を維持することを求
められる施設や、迅速な機能回復を
求められる施設、多数の人員の集ま
る施設 
 
(例):一般の病院や医療施設、大型の

多層商業施設や劇場・博物館、
給水・排水・ガス・電気などの
公共インフラ施設、石油・石化
や工業原材料の生産工場、劇
毒・易燃・易爆物質を扱う工場
や倉庫など 

・当該建設場所の一般規定上の「抗震設防烈度」
の要求を適用する 

・適用に当たっては「抗震設防烈度」が６～８
度の場合には 1 ノッチ上の９度の要求水準で
耐震設計を行う。（「抗震設防烈度」が９度
の場合には９度の要求水準をそのまま使用す
ることで可） 

丙 類 
甲類、乙類、丁類以外の一般建築物
 
(例):一般住宅、一般工場 

・当該建設場所の一般規定上の「抗震設防烈度」
要求レベルを適用する 

丁 類 
建築工程抗震設防分類標準に例示さ
れていない建築物全て 

・一般的に当該建設場所の一般規定上の「抗震
設防烈度」要求レベルを適用する 

・「抗震設防烈度」の要求レベルを引き下げる
必要がある場合も「抗震設防烈度６度」の要
求水準以下にすることはできない。 

 

注 1. 「地震動参数区画図」とは 

ある地区の地震活動特性に基づき、その地区が分類されている区画内で、発生可能性のある

地震の強弱程度の分布図であり、未来の地震の影響程度に関する一種の予測図である。従来の

区画図は「設計震度の分布図」であったが、最新の区画図《  中国地震動参数区画図  》
(GBl8306―2001)はこれに修正を加え、直接、50 年 10％超過確率に対応する地震動パラメータ

で表示する区画図となった。 
 

「地震動参数区画図」に対応して「建築抗震設計規範（GB50011-2001）」「わが国主要都市抗震

設防烈度、設計基本地震加速度と設計基本分組」では中国各地の県クラス以上の都市の抗震設防

烈度注 2.（耐震設計の基準となる地震烈度）を一覧表示しています。今回の震源に近い四川省成都

や重慶はじめ日系企業の進出の多い沿海部主要都市の抗震設防烈度は次のとおりとなっています。 
 

都市名 抗震設防烈度 設計基本地震加速度 都市名 抗震設防烈度 設計基本地震加速度

北京 ８ 0.20ｇ 無錫 ６ 0.05ｇ 
天津 ７ 0.15ｇ 南通 ６ 0.05ｇ 
上海 ７ 0.10ｇ 杭州 ６ 0.05ｇ 
重慶 ６ 0.05ｇ 成都 ７ 0.10ｇ 
大連 ７ 0.10ｇ 広州 ７ 0.10ｇ 
蘇州 ６ 0.05ｇ 深せん ７ 0.10ｇ 
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抗震設防烈度は過去の地震履歴や地盤の硬軟など地震発生危険度と、当該都市の重要度を総合

的に評価して決定された値であり地震危険そのものを意味するものではありませんが、各都市の

地震危険について一定の指標となるものです。 
※ 中国の耐震要求は経済力などが勘案され、日本に比し一般的に要求水準が抑制的です。 

 

 

注 2. 「抗震設防烈度」とは 

国家が批准・決定した数値であり、耐震設計を行う際に基準とする地震烈度である。 
耐震設計を規定した「建築抗震設計規範」では、一般に使用する「抗震設防烈度」は中国地

震動参数区画図の地震基本烈度、あるいは建築抗震設計規範の中の設計基本地震加速度に対

応した烈度値であると定めている。建築抗震設計規範(GB50011-2001)で抗震設防烈度が明示

されている都市に対しては、当該抗震設防烈度あるいは設計基本地震加速度を用いて耐震設

計を行う。抗震設防烈度と設計基本地震加速度の間の対応関係は次表に示すとおりである。 

 

 ＜抗震設防烈度と設計基本地震加速度値の対応関係＞ 

抗震設防烈度 ６度 ７度 ８度 ９度 

設計基本地震加速度値 0.05ｇ 0.10（0.15） 0.20（0.30） 0.40ｇ 

 

 

② 建築抗震設計規範 

建築物の耐震設計は「建築抗震設計規範（GB50011-2001）」によって行われています。 
「建築工程抗震設防分類標準」により建築物の区分（甲・乙・丙・丁）が判定され、この区分

の建物の建設地に適用される「抗震設防烈度」 が「地震動参数区画図」および「建築抗震設

計規範（GB50011-2001）」により定められると、この係数をもとに「建築抗震設計規範」の規

定により加速度応答スペクトルが求められ、これを基に耐震設計が進められることとなります。 
耐震設計の基本要求事項は以下の項目です。 

 a. サイト、地盤など  b. 建築・建造物の平面と立面の形態  c. 構造システム 
 d. 非構造材      e. 材料および施工 

耐震計算法は建物用途及び高さ等により次のいずれかの方法を採る事となっています。 

ⅰ）底面せん断力法 

ⅱ）振動モードスペクトル法 

ⅲ）時刻歴応答解析法 

 

中国での設計作業は一般的に「方案設計（基本構想）」「初歩設計（基本設計）」「施工図設計

（実施設計）」の 3 段階に分かれており、外国の設計事務所は資格上、方案設計もしくは初歩設計

の段階までしか請け負えず、施工図設計は現地の設計院が行っている。また、日本のように施主の

業務を代理する設計者やゼネコンも存在しない為、建設プロジェクトにおいての役所対応や各種申

請業務は施主自らが担当する必要があります。 
  以上の耐震設計に必要な建築物の区分や抗震設防烈度なども建設主が建設地の市政府地震局な

どに「建設工程抗震設防要求申請表」を提出すると当局から決定通知されるフローとなっており、

中国に製造拠点をお持ちの企業では当該工場が抗震設防烈度のどのランクに位置づけられているか

など耐震要求の概要を現地法人側にも確認してみられるようお勧めします。 
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